
 亀山市福祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 元 年 ６ 月 ２ ５ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 １ ０ 号  

 

   亀 山 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則  

 

 亀 山 市 福 祉 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山

市 規 則 第 ４ ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 ２ 号 の ２ 中 「 亀 山 市 内 対 応 」 を 「 三 重 県 内 対 応 」 に 、 「 入

院 に 係 る 医 療 費 」 を 「 入 院 等 で 高 額 な 医 療 費 が 発 生 す る 場 合 」 に 、

「 助 成 の 対 象 と な り ま せ ん 」 を 「 医 療 機 関 の 窓 口 で お 支 払 い く だ さ

い 」 に 、 「 減 額 認 定 証 の 提 示 を し た 場 合 、 入 院 時 の 食 事 療 養 費 標 準

負 担 額 が 助 成 の 対 象 に な り ま す 。 」 を 「 減 額 認 定 証 の 交 付 を 受 け て

い る 場 合 は 、 助 成 の 対 象 と な り ま す の で 、 領 収 書 等 を 添 え て 申 請 し

て く だ さ い 。 （ 償 還 払 い 方 式 ） 」 に 改 め る 。  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 亀 山 市 福 祉

医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 同 日 以 後 に 受 け た 医

療 に つ い て 適 用 す る 。  


